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地
震
に
よ
り
住
居（
借
家
も
含
む
）

が「
全
壊
」、「
大
規
模
半
壊
」、

「
半
壊
」の
被
害
を
受
け
、
自
ら
の
資
力

で
は
住
居
が
確
保
で
き
な
い
被
災
者
に

対
し
て
戸
数
限
定
で
募
集
し
ま
す
。
詳

し
く
は
、
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

●
対
象
と
な
る
人

・
4
月
14
日
時
点
で
、
町
内
に
住
所
を

有
す
る
人
。

・
住
家
の
り
災
証
明
書
の
り
災
区
分
が

全
壊
、大
規
模
半
壊
、半
壊
に
よ
り
、

居
住
す
る
住
宅
が
な
い
人
。

・
自
ら
の
資
力
で
は
住
居
が
確
保
で
き

な
い
人
。

・「
応
急
修
理
」制
度
を
利
用
し
て
い
な

い
人
。

・「
み
な
し
応
急
仮
設
住
宅
」を
利
用
し

て
い
な
い
人
。

●
住
宅
場
所　
大
津
町
室

（
老
人
ホ
ー
ム
す
ぎ
な
み
園
跡
地
）

●
募
集
戸
数　
約
20
戸

●
受
付
期
限　
６
月
13
日（
月
）

●
入
居
期
間　
入
居
か
ら
２
年
間

●
申
込
場
所　
町
民
交
流
施
設

（
オ
ー
ク
ス
プ
ラ
ザ
）１
階　
住
民
課

●
必
要
書
類

　
①
申
込
書
一
式（
住
民
課
配
布
）

　
②
住
民
票（
世
帯
全
員
分
）

　
③
り
災
証
明
書（
写
し
）

※
り
災
証
明
書
発
行
時
、
受
付
番
号
表

を
受
け
取
ら
れ
て
い
る
人
は
受
付
と

み
な
し
ま
す
。
応
募
者
多
数
の
場
合

は
抽
選
に
よ
り
選
定
を
行
い
ま
す
。

被災住宅の応急修理５
【問】　役場都市計画課　建築係　☎096（293）4011

●
応
急
修
理
の
内
容

１
．
応
急
修
理
の
範
囲

　
住
宅
の
応
急
修
理
は
日
常
生
活
に
必
要
欠
く

こ
と
の
で
き
な
い
部
分
で
あ
っ
て
、
必
要
最
小

限
度
の
緊
急
を
要
す
る
箇
所（
屋
根
・
窓
・
柱

な
ど
）に
つ
い
て
実
施
し
ま
す
。

２
．
応
急
修
理
の
箇
所
や
方
法

　
①
地
震
の
被
害
と
直
接
関
係
あ
る
修
理
の
み

が
対
象
で
す
。

　
②
内
装
に
関
す
る
も
の
お
よ
び
家
電
製
品
は

原
則
、
対
象
外
で
す
。

●
基
準
額

１
．
一
世
帯
当
た
り
の
限
度
額
は
最
高
57
万
6

千
円
で
す
。
※
申
請
者
へ
の
支
払
い
は
行
い
ま

せ
ん
。
施
工
業
者
へ
直
接
町
が
支
払
い
ま
す
。

　

な
お
、
内
容
の
審
査
を
行
な
い
ま
す
の
で
、

限
度
額
を
超
え
る
場
合
お
よ
び
対
象
外
と
な
っ

た
も
の
は
自
己
負
担
と
な
り
ま
す
。

２
．
同
じ
住
宅（
１
戸
）に
２
以
上
の
世
帯
が
同
居
し

て
い
る
場
合
で
も
、一
世
帯
当
た
り
の
額
以
内
で
す
。

●
受
付
時
間　
午
前
9
時
～
午
後
５
時

●
受
付
場
所　
町
民
交
流
施
設

　
　
　
　
　
　
（
オ
ー
ク
ス
プ
ラ
ザ
）１
階

●
必
要
書
類

住
宅
の
応
急
修
理
申
込
書
、
世
帯
全
員
分
の
住
民

票
、
届
出
書（
半
壊
の
場
合
の
み
）、
り
災
証
明
書

●
対
象
と
な
る
人（
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
こ
と
）

　
①
り
災
証
明
書
の
り
災
区
分
が
半
壊
以
上
。

※「
全
壊
」は
こ
の
支
援
を
実
施
す
る
こ
と
で
居

住
が
可
能
に
な
る
場
合
の
み

　
②
応
急
修
理
を
行
な
う
こ
と
で
避
難
所
な
ど

へ
の
避
難
を
必
要
と
し
な
く
な
る
こ
と
。

　
③
応
急
仮
設
住
宅
な
ど
を
利
用
し
な
い
こ
と
。

全壊 大規模 半壊

町営住宅入居者募集４
【問】　役場住民課　住宅係　☎096（293）3112

地
震
に
よ
り
住
居（
借
家
も
含
む
）が
被
災

し
、
り
災
証
明
書
が
発
行
さ
れ
た
人
に

町
営
住
宅
を
応
急
的
に
貸
し
出
し
を
し
ま
す
。

詳
し
く
は
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

●
対
象
と
な
る
人

・
４
月
14
日
時
点
で
、
町
内
に
住
所
を
有
す

　

る
人
。

・
住
家
の
り
災
証
明
書
の
り
災
区
分
が「
一
部

　
損
壊
」以
上
の
人
。

・
自
ら
の
資
力
で
は
住
居
が
確
保
で
き
な
い
人
。

●
募
集
戸
数　
あ
け
ぼ
の
団
地　
18
戸
程
度

●
入
居
条
件

　
①
入
居
期
間　

　
　
原
則
６
カ
月
以
内（
最
長
１
年
間
）

　

②
家
賃
な
ど　

免
除（
住
宅
使
用
料
、
駐
車

　
　
場
使
用
料
）

　
③
敷
金　
免
除

　
④
連
帯
保
証
人　
不
要

　
⑤
退
去
時
修
繕　
入
居
期
間
中
の
破
損
に
つ

　
　
い
て
は
退
去
時
に
入
居
者
負
担
で
修
繕
を

　
　
お
願
い
し
ま
す
。

●
受
付
期
限　
６
月
13
日（
月
）

●
提
出
書
類

　
①
町
営
住
宅
使
用
許
可
申
請
書

　
②
り
災
証
明
書（
１
通
）※
写
し
可

　

③
住
民
票（
交
付
日
３
カ
月
以
内
の
世
帯
全

　
　
員
の
記
載
の
あ
る
も
の
。
続
柄
が
記
載
さ

　
　
れ
て
い
る
も
の
）

　
④
提
出
書
類
な
ど
の
誓
約
書

　
⑤
優
先
的
配
慮
を
希
望
す
る
人
は
提
出
書
類

　
　
が
追
加
で
必
要
で
す
。
詳
し
く
は
お
問
い

　
　
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

仮設住宅入居者募集３
【問】　役場住民課　住宅係　☎096（293）3112全壊 大規模

損壊家屋の解体・撤去について６
【問】　役場環境保全課　環境保全係　☎ 096（293）3113全壊 大規模 半壊

納屋などの解体・撤去について７
【問】　役場環境保全課　環境保全係　☎096（293）3113

●
対
象
と
な
る
家
屋

　
①
町
か
ら
り
災
証
明
書
が
発
行
さ
れ

て
お
り
被
災
の
程
度
が
半
壊
以
上

の
家
屋（
全
壊
・
大
規
模
半
壊
・

半
壊
）

　
②
家
屋
の
所
有
者
お
よ
び
権
利
者

　
　
が
、
町
に
よ
る
解
体
に
同
意
す
る

　
　
こ
と
。

※
半
壊
以
上
の
り
災
証
明
書
が
発
行
さ

れ
て
お
り
、
個
人
で
解
体
業
者
に
依

頼
し
解
体
を
行
う
場
合
。

　
原
則
と
し
て
町
が
解
体
業
者
に
発
注

　
し
て
解
体
を
す
る
こ
と
を
基
本
と
し

　
ま
す
。

　
や
む
を
得
な
い
理
由
で
、
個
人
で
解

体
す
る
場
合
、
す
で
に
解
体
が
完
了
し

て
い
る
場
合
も
適
正
と
認
め
ら
れ
れ
ば

対
象
と
な
り
ま
す
の
で
、
ご
相
談
く
だ

さ
い
。

※
た
だ
し
、
県
の
標
準
単
価
に
よ
り
算

　
定
し
た
額
が
限
度
額
で
そ
れ
以
上
は

　
個
人
負
担
と
な
り
ま
す
。

●
家
屋
の
解
体
撤
去
、
申
込
受
付

受
付
時
間　
午
前
9
時
～
午
後
５
時

受
付
場
所　
町
民
交
流
施
設

　
　
　
　
　
（
オ
ー
ク
ス
プ
ラ
ザ
）１
階

り
災
証
明
書
が
半
壊
以
上
の
人
で
、
家
屋
の
解
体
を
希
望
す
る
場
合
は
、
町

が
業
者
と
契
約
し
、
町
の
負
担
で
解
体
・
撤
去
を
行
い
ま
す
。

●
必
要
書
類

・
り
災
証
明
書（
原
本
）

・
解
体
撤
去
の
同
意
書（
所
有
者
、
権

　
利
者
全
て
の
同
意
が
必
要
）

・
登
記
簿
な
ど
の
所
有
者
、
面
積
が
わ

　
か
る
書
類

・
委
任
状（
所
有
者
以
外
の
人
が
申
請

　
す
る
場
合
）

・
見
取
り
図

・
印
か
ん（
書
類
に
よ
っ
て
は
実
印
・

印
か
ん
証
明
書
が
必
要
で
す
）

・
公
的
身
分
証
明（
運
転
免
許
証
、
マ

　
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
、
健
康
保
険
証

　
な
ど
）

※
必
要
書
類
は
現
在
検
討
中
で
申
請
時

　
に
変
更
と
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

●
そ
の
他

・
解
体
後
の
新
築
費
や
建
物
の
修
繕
、

リ
フ
ォ
ー
ム
費
用
は
個
人
負
担
で

す
。

●
対
象
と
な
る
建
物（
納
屋
、倉
庫
な
ど
）

　
①
町
か
ら
り
災
証
明
書
が
発
行
さ
れ

て
お
り
被
災
の
程
度
が
半
壊
以
上

で
あ
る
こ
と
。

　
②
所
有
者
が
、
町
に
よ
る
解
体
に
同

意
す
る
こ
と
。

　
③
町
が
生
活
環
境
保
全
上
特
に
必
要

と
認
め
る
場
合

※
個
人
で
解
体
業
者
に
依
頼
し
解
体
を

　
行
う
場
合
、
ま
た
は
既
に
解
体
し
て

　
い
る
場
合
も
対
象
と
な
る
場
合
が
あ

　
り
ま
す
。

　
原
則
と
し
て
町
が
解
体
業
者
に
発
注

し
て
解
体
す
る
こ
と
を
基
本
と
し
ま
す

が
、
や
む
を
得
な
い
理
由
で
、
個
人
で

解
体
す
る
場
合
や
す
で
に
解
体
が
完
了

し
て
い
る
場
合
も
適
正
と
認
め
ら
れ
れ

ば
対
象
と
な
り
ま
す
の
で
、
ご
相
談
く

だ
さ
い
。

※
た
だ
し
、
県
の
標
準
単
価
に
よ
り
算

　
定
し
た
額
が
限
度
額
で
そ
れ
以
上
は

　
個
人
負
担
と
な
り
ま
す
。

●
解
体
撤
去
申
込
受
付

受
付
開
始　
６
月
８
日（
水
）

受
付
時
間　
午
前
9
時
～
午
後
５
時

受
付
場
所　
町
民
交
流
施
設

　
　
　
　
　
（
オ
ー
ク
ス
プ
ラ
ザ
）１
階

納
屋
な
ど
の
り
災
証
明
書
が
半
壊
以
上
で
、
町
が
生
活
環
境
保
全
上
特
に
必

要
と
認
め
る
場
合
は
、
町
が
解
体
業
者
と
契
約
し
、
町
の
負
担
で
解
体
・

撤
去
を
行
い
ま
す
。

●
必
要
書
類

・
り
災
証
明
書（
原
本
）

・
解
体
撤
去
の
同
意
書

・
委
任
状（
所
有
者
以
外
の
人
が
申
請    

　
す
る
場
合
）

・
建
物
配
置
図（
見
取
り
図
）

・
登
記
簿
な
ど
の
所
有
者
、
面
積
が

わ
か
る
書
類

・
損
壊
の
状
況
が
わ
か
る
写
真

※
必
要
書
類
は
現
在
検
討
中
で
申
請
時

　
に
変
更
と
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

●
そ
の
他

　
畜
舎
、
農
業
用
倉
庫
な
ど
で
、
建
て

替
え
を
行
う
予
定
の
も
の
に
つ
い
て

は
、
事
前
に
役
場
農
政
課
に
お
問
い
合

わ
せ
く
だ
さ
い
。

全壊 大規模 半壊 一部

半壊
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